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株式の状況

①　発行可能株式総数 普通株式 100,000,000株
第１種優先株式 50,000,000株
A種優先株式 120株

②　発行済株式の総数 普通株式 42,684,880株
（自己株式2,580,448株）

第１種優先株式 －株
A種優先株式 120株

③　株主数 普通株式 54,022名
（前期比75名増）

第１種優先株式 －名
A種優先株式 １名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 乾 為 天 9,760千株 24.33%

サ ン ト リ ー 株 式 会 社 5,421千株 13.51%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 2,476千株 6.17%
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 2,124千株 5.29%

株 式 会 社 横 浜 銀 行 645千株 1.60%

ワ タ ミ 従 業 員 持 株 会 522千株 1.30%

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 440千株 1.09%

極 洋 商 事 株 式 会 社 400千株 0.99%

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 384千株 0.95%

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 379千株 0.94%

⑴　株式の状況（2026年３月31日現在）

（注） 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式100,000,000株、第１種
優先株式50,000,000株、A種優先株式120株であり、合計では150,000,120
株となりますが、発行可能株式総数は、100,000,000株とする旨を定款に規
定しております。

④　大株主（上位10名）

（注）1.持株比率は自己株式(2,580,448株）を控除して計算しております。
2.株式会社乾為天は、2025年５月28日に有限会社アレーテーから商号変更しておりま
す。
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株式の状況

⑤　その他株式に関する重要事項
該当事項はありません。

⑥　当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の
状況

該当事項はありません。
（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２(1)④イ.当事業年度に係る報酬等
の総額等」に記載しております。

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③　その他新株予約権等の重要事項
該当事項はありません。

－ 2 －



2026/05/29 15:53:15 / 25302145_ワタミ株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

⑶ 業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針及び当該体制の運
用状況

① 業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針は以下
のとおりであります。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
ア．コンプライアンス体制の基礎として、「ワタミグループ憲章」「ワタ

ミグループ社訓七ヶ条」を定め、企業理念の基本姿勢を明確にするとと
もに、その周知徹底を図る。

イ．全社員が定期的に実施される研修会等において、企業理念に関して継
続的に啓蒙教育を実施する。

ウ．執行部門から独立した内部監査部門を置き、内部監査規程及び内部監
査計画に基づき監査を行う。

エ．取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関す
る重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会が選定した監査等
委員である取締役に報告し、遅滞無く取締役会において報告する。

オ．法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報
体制として、「ワタミヘルプライン」を設け、グループ社内通報規程に
基づき適切に運用する。

カ．監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び社内通報体制に問題がある
と認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが
できる。

ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程、文書管理規程

に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で定めら
れた期間、保存・管理する。

ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．当社は、リスク管理規程に従い、当社の業務執行に係るリスクに関し

て、個々のリスクの分類毎に、社内取締役若しくは執行役員が、それぞ
れのリスク管理体制を整える。

イ．重大リスク・経営危機レベルの事態が発生した場合には、代表取締役
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

社長の指示のもとに、事案内容や影響度等に応じて、代表取締役社長若
しくは社長が指名する者を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チ
ーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な
対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の

基礎として、取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に
開催する。

イ．取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規
程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続
の詳細について定める。

ⅴ 当社及び当社子会社（以下、「グループ会社」という。）から成る企業
集団における業務の適正を確保するための体制

ア．グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社すべ
てに適用する「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を
定め、これを基礎として、グループ会社の各社で諸規程を定める。

イ．当社は監査等委員会設置会社とし、当社子会社は原則、取締役会及び
監査役設置会社とし、当社の取締役又は使用人が子会社の取締役、監査
役に就任し、グループ会社の業務の適正を監視できる体制とする。

ウ．グループ会社の経営については、毎月開催される取締役会で取締役か
ら業務執行状況、財務状況その他の重要情報について定期的に報告す
る。

エ．グループ会社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念があ
る事象を発見した場合には、当社のリスク管理統括部署に報告する。リ
スク管理統括部署は、リスクレベルや影響度等を踏まえ、代表取締役社
長、関係役員及び監査等委員会が選定した監査等委員である取締役に報
告するとともに、遅滞無く取締役会において報告する体制とする。グル
ープ会社のリスク管理体制については、リスク管理統括部署が総合的に
指導及び支援を行う。

オ．内部監査部門は、グループ全体の内部統制体制及びリスク管理に係る
活動の実効性、遵守状況を監査する。内部監査部門はその結果を、定期
的かつ必要に応じて、監査等委員会及び代表取締役に報告する。リスク
管理統括部署は、内部監査部門と定期的な情報共有などで連携し、グル
ープ全体のリスク管理プロセスの改善・強化を図る。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅵ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項

ア．監査等委員会の職務を補助する使用人について、取締役会は監査等委
員会と十分協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。

イ．監査等委員会を補助すべき使用人の評価、異動等については監査等委
員会に意見を求め、その意見を尊重する。

ⅶ グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査等委員会に
報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

ア．監査等委員は、取締役会、グループリスク・コンプライアンス委員会
等の重要な会議に出席し、グループ会社の取締役及び使用人並びに子会
社監査役から、職務の執行状況やグループ会社に著しい損害を及ぼす恐
れのある事項等について報告を受ける。

イ．グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、取締役会に
付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基
準及びその変更、当社グループの経営及び事業活動に重大な影響を及ぼ
す恐れのある事項、内部監査の実施状況、ワタミヘルプラインの通報状
況等を監査等委員会に報告する。また、グループ会社の取締役及び使用
人並びに子会社監査役は、監査等委員会から業務執行に関する報告を求
められたときは、迅速かつ的確に対応する。

ウ．前項の報告をした者に対して、報告したことを理由として不利な取り
扱いを行わない。

ⅷ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

ア．監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することがで
き、当社は当該請求に基づき支払いを行う。

イ．代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合や面談の場を持ち、当社
グループが対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備状況、監査上
の重要課題等について意見交換を行う。

ウ．監査等委員会は、内部監査部門、会計監査人等と定期的に情報の共
有、連携を図り、効果的かつ効率的な監査を行う。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅸ 財務報告の信頼性を確保するための体制
ア．財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のあ

る国内外の法令に基づき、その有効性を評価し、必要な是正・改善等を
行う。

イ．グループ会社は、財務報告の信頼性を確保することがグループ全体の
信用の維持・向上に不可欠であることを認識し、業務の遂行に当たり、
職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正
性の確保に努める。

ⅹ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ア．当社グループは、反社会的勢力や団体との一切の関係を遮断し、不当

な要求等を排除する。グループ内において反社会的勢力との関係遮断を
周知徹底するとともに、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案
の発生時には速やかにリスク管理統括部署へ報告・相談し、 関係行政
機関や法律専門家と緊密に連携して適切に対処する体制を構築する。

イ．取引先の契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むととも
に、反社会的勢力の情報を収集する取組みを継続的に実施している。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の

とおりです。
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制
取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行

動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を定期的に開
催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意
見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま
す。

「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を基に、幹部理
念研修や階層別研修等の各種研修会等において、企業理念に関する研修を
実施しております。

執行部門から独立した内部監査室が、グループ会社を監査の対象とし、
経営方針の遂行状況を検証するとともに法令等遵守、リスク管理等の観点
から監査することで、内部統制システムの質的向上を図るとともに、内部
統制システムの重要性と法令等遵守の教育を実施しました。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ワタミヘルプラインを常設し、コンプライアンス違反行為や疑義のある
行為等を報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受
けないことを確保するために、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒
等に関して不利な取扱いを行わないよう徹底しております。

また、大規模災害等を想定した事業継続計画を策定しており、不測の事
態に備えております。

ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録及び関係書類等、取締役の職務の執行に係る各書類につ

いては、いずれも関係法令及び関連する社内規程に従って適切に保存・管
理しております。

また、各部門代表者から成る「情報セキュリティ委員会」を設置し、そ
の運営状況について適宜取締役会等に報告する体制を整備するなど、情報
管理を徹底しております。

ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程に基づき、企業経営に重大な影響を与えるリス

クの選定と必要な対策を実施することとしており、リスク管理統括部署で
ある業務管理本部が、リスクの識別、分類、分析、評価を定期的に実施す
るとともに、リスクレベルに応じた総合的な指示・指導・支援、並びに対
応策の実施状況の検証を行っております。また、リスク管理統括部署担当
取締役を委員長とする「グループリスク・コンプライアンス委員会」を開
催し、外部専門家を交え、当社グループのリスク・コンプライアンスに係
る重要事項の審議を行い、その内容を取締役会に報告しております。

ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「ⅰ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制」に記載の通り、取締役会を開催し、各事業部門の執
行状況を把握するとともに、重要事項について協議し、機動的な意思決定
を行いました。

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
に、執行役員の選任を行っております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅴ グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制
「ⅰ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制」に記載の通り、取締役会を開催し、グループ会社に
関して、その事業活動状況等を把握するとともに、一定基準に該当する重
要事項についての報告を義務とし、その遂行を承認するなど適切な経営が
なされることを監督する体制を整備・管理しております。また、幹部理念
研修や階層別研修等の各種研修会等において、企業理念やリスク・コンプ
ライアンスに関する研修を実施しております。

ⅵ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項
取締役会は、監査等委員会の求めに応じて監査等委員会と十分協議を行

い、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を任命及び配置す
る体制を整え実行しております。また、当該使用人の評価、異動等に関し
ては監査等委員会に意見を求め、その意見を尊重する体制を整えておりま
す。

ⅶ グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査等委員会に
報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、監査等委員が

出席する取締役会、グループリスク・コンプライアンス委員会等の重要な
会議において職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
等について報告しております。

グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、取締役会に付
議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基準及
びその変更、当社グループの経営及び事業活動に重大な影響を及ぼし得る
事項、内部監査の実施状況、ワタミヘルプラインの通報状況等を監査等委
員会に報告しております。また、グループ会社の取締役及び使用人並びに
子会社監査役は、監査等委員会から業務執行に関する報告を求められたと
きは、迅速かつ的確に対応しております。

前項の報告をした者に対して、報告したことを理由とする不利な取扱い
をすることを、グループ社内通報規程及び就業規則等により禁止していま
す。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、特定完全子会社に
関する事項、親会社等との間の取引に関する事項

ⅷ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
当社監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することがで

き、当社は当該請求に基づき支払いを行っております。代表取締役は、監
査等委員会と定期的に会合や面談の場を持ち、意見交換を行っておりま
す。内部監査室や会計監査人は、定期的にまた必要の都度、監査等委員会
と情報の共有・交換等を行い、グループ全体の監査の充実を図っておりま
す。

ⅸ 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部監査室が、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み策定した

監査計画に基づき、内部統制体制の整備・運用状況の監査を実施し、有効
性の評価を行っております。

⑷ 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

⑸ 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

⑹ 親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(注)本事業報告中の記載金額及び株数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から )2026年 3 月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 4,910 15,633 3,242 △3,600 20,186

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △882 △882

親会社株主に帰属する当期純利益 4,107 4,107

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △14 60 45
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - △14 3,225 59 3,270

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 4,910 15,618 6,468 △3,540 23,456

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 49 6,560 6,609 338 27,134

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △882

親会社株主に帰属する当期純利益 4,107

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 45
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 21 69 90 △1 88

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 21 69 90 △1 3,358

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 71 6,629 6,700 337 30,493

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　　27社
・連結子会社の名称

WATAMI USA GUAM、和民國際有限公司、　和民（中國）有限公司
台灣和民餐飲股份有限公司、　Watami Food Service Singapore Pte. Ltd.
Watami China Food & Beverage Co., Ltd.
和民餐飲（深圳）有限公司、　和民餐飲管理(上海)有限公司
有限会社ワタミファーム、　有限会社当麻グリーンライフ、　ワタミエナジー株式会社
ワタミエコパワー株式会社、　一般社団法人このうら市民風力発電
ワタミカミチク株式会社、　ワタミオーガニックランド株式会社
ワタミエージェント株式会社
ASIA RECRUIT STAFFING(A.R.S)Co.,Ltd.、
LEADER FOOD PTE.LTD.、　PREMIUM SEAFOOD SUPPLIES PTE.LTD.
LEADER FOOD INDUSTRIES PTE.LTD.
Watami US Corp、　Watami US Nevada LLC
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社
WATAMI FAST CASUAL株式会社
Watami US Franchise LLC、　H&W Hospitality Partners, LLC
Kaicom Dream Street BD Co., Ltd.

②　非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称

一般社団法人ソーシャルビジネスドリームパートナーズ
DREAM STREET BUSINESS TRAINING SCHOOL CO.,LTD.
Japan Dream Academy Limited

・連結の範囲から除いた理由
　一般社団法人ソーシャルビジネスドリームパートナーズ、DREAM STREET 
BUSINESS TRAINING SCHOOL CO.,LTD.及びJapan Dream Academy Limited
については、連結上の総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽
微であり、連結計算書類に重要な影響を与えないため、連結の範囲に含めておりませ
ん。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した関連会社の状況
・持分法を適用した関連会社の数　３社
・持分法適用会社の名称
　GNS WATAMI FOOD AND BEVERAGE SERVICE CO., LTD.
　株式会社ウイネット向浜、　株式会社ウイネット西目
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連結注記表

②　持分法を適用していない会社の状況
・会社等の名称
　非連結子会社　一般社団法人ソーシャルビジネスドリームパートナーズ
　非連結子会社　DREAM STREET BUSINESS TRAINING SCHOOL CO.,LTD.
　非連結子会社　Japan Dream Academy Limited
・持分法を適用しない理由

　連結上の当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、連結計算書類に重
要な影響を与えないため、持分法を適用しておりません。

⑶　連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
①　連結の範囲の変更

　当連結会計年度において、Watami US Franchise LLC及びH&W Hospitality 
Partners, LLCは新たに設立したことにより、連結の範囲に含めております。

②　持分法の適用範囲の変更
　該当事項はありません。

⑷　連結子会社及び持分法適用会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、和民國際有限公司、和民（中國）有限公司、台灣和民餐飲股份有限
公司、Watami Food Service Singapore Pte.Ltd.、Watami China Food & Beverage 
Co., Ltd.、和民餐飲（深圳）有限公司、和民餐飲管理(上海)有限公司、ASIA RECRUIT 
STAFFING(A.R.S)Co.,Ltd.、LEADER FOOD PTE.LTD.、PREMIUM SEAFOOD 
SUPPLIES PTE.LTD.、LEADER FOOD INDUSTRIES PTE.LTD.、Watami US 
Corp 、Watami US Nevada LLC 、Watami US Franchise LLC 及 びH&W 
Hospitality Partners, LLCの決算日は12月31日、WATAMI USA GUAMの決算日は２
月28日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度に
係る財務諸表を基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。Kaicom Dream Street BD 
Co., Ltd.の決算日は６月30日であり、連結決算日を基準として仮決算を行っておりま
す。その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。
　持分法適用会社であるGNS WATAMI FOOD AND BEVERAGE SERVICE CO., 
LTD.の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該持分
法適用会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として持分法を適用しております。ただし、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、持分法適用上必要な調整を行っており
ます。また、持分法適用会社である株式会社ウイネット向浜及び株式会社ウイネット西目
の決算日は10月31日であり、連結決算日を基準として仮決算を行っております。その他
の持分法適用会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。
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連結注記表

イ．有形固定資産
　　（リース資産を除く）

主として定率法によっております。ただし、1998年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
は定額法によっております。なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。
　建物及び構築物　８年から38年
　機械装置及び運搬具　４年から17年

ロ．無形固定資産
　　（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま
す。

・市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法（ただし、特例処理の要件を満たしている金利
スワップについては特例処理を採用し、ヘッジ対象で
ある長期借入金の利息に含めて処理しております。）

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）
ただし、仕掛品のうち肥育牛は個別法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

　自社利用のソフトウエア　５年
　顧客関連資産　10年から20年

ハ．長期前払費用 均等償却を行っております。なお、主な償却期間は３
年から５年であります。

ニ．リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の
方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
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連結注記表

なお、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。
　また、一部の在外連結子会社は国際財務報告基準
（IFRS）第16号「リース」を適用し、原則として全
ての借手のリース取引を資産及び負債として計上して
おり、当該資産の減価償却方法は定額法によっており
ます。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、翌連結会計年度支給
見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上し
ております。

ハ．役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、翌連結会計年度支給見
込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上して
おります。

ニ．販売促進引当金 販売促進のための外食店舗に係る各種割引券及び株主
優待券の利用による売上値引きに備えるため、利用実
績に基づき翌連結会計年度以降利用見込額を計上して
おります。

④　収益及び費用の計上基準
　当社グループの主要な事業は居酒屋、焼肉等の飲食店を営む外食事業、並びに調理済
み商品等を製造し宅配する宅食事業であります。
　外食事業におきましては顧客に料理を提供した時点で、顧客が支配を獲得し履行義務
が充足されることから、当時点で収益を認識しております。また宅食事業におきまして
は、調理済み商品等を顧客へ引き渡すことで顧客が支配を獲得し履行義務が充足される
ため、これをもって収益認識時点としております。
　なお、これらの収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除し
た金額で測定しております。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用
は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
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連結注記表

ロ．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償却してお
ります。ただし、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却し
ております。

２．表示方法の変更に関する注記
　該当事項はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
有形固定資産　6,813百万円
無形固定資産　1,231百万円
減損損失　　　1,315百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、外食店舗、転貸物件、
宅食営業所及び農場施設等の資産を各事業の管理区分単位ごとに保有しております。
　このうち、外食店舗に関しては店舗単位でグルーピングを行っており、食品加工卸売事業
等を展開する海外子会社に関連するのれんについては、のれんを含めたより大きな単位でグ
ルーピングを行っております。各資産グループ毎に、将来キャッシュ・フローにより回収が
見込めない固定資産について、減損損失を計上しております。
　各資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる当社グループの事業計画
等には、各事業の収益及び営業利益の予測について主に以下の重要な仮定が含まれておりま
す。
・外食店舗に関しては、店舗来店客数は、顧客需要の高まりを受け一定期間増加しその後一
定水準に収斂する。
・食品加工卸売事業等に関しては、現地顧客ニーズに即した商品開発等により契約の拡大、
販売数量の増加を見込んでいる。
・食材などの高騰により、原材料価格の高騰が見込まれるが、生産性の向上や客単価の増加
等により、原価率を一定程度にコントロールする。

　これらの見積りに含まれている仮定に見直しが必要となるような市場環境や経営環境等の
重要な変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において追加の減損損失が発
生する可能性があります。
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　⑴　有形固定資産の減価償却累計額 20,884百万円
投資固定資産の減価償却累計額 12百万円

リース会社に対するリース契約の債務保証
　株式会社ライズビーチ、他87社

82百万円

４．連結貸借対照表に関する注記

　⑵　保証債務

　⑶　財務制限条項
当連結会計年度の借入金のうち、以下の契約には財務制限条項が付されております。いずれ

かの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があり
ます。

①　シンジケーション方式タームローン契約
イ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年

３月期末の金額以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。

　上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金　　　 750百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 750百万円

②　金銭消費貸借契約
イ 連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額

又は2021年３月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。

　上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金　　　 105百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 558百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 663百万円

－ 16 －



2026/05/29 15:53:15 / 25302145_ワタミ株式会社_招集通知

連結注記表

③　金銭消費貸借契約
イ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2022年

３月期末の金額の80％以上に維持すること。なお、当該純資産の部の金額には資本性
劣後ローンを含むものとする。

ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
　上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。

短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金　　　 580百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 920百万円

④　金銭消費貸借契約
イ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年

３月期末の金額以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。

　上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金　　　 110百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 770百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 880百万円

⑤　金銭消費貸借契約
イ 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2023年

３月期末の金額の70％以上に維持すること。なお、当該純資産の部の金額には資本性
劣後ローンを含むものとする。

ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
　上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。

短期借入金に含まれる１年内返済予定の長期借入金　　　 180百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 405百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 585百万円
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用途 種類 場所 金額（百万円）

国内外食店舗等
（計37店舗等）

建物及び構築物、
リース資産等 神奈川県横浜市他 196

宅食営業所
（計11事業所）

建物及び構築物、
その他等 東京都墨田区他 4

海外外食店舗等
（計15事業所等）

建物及び構築物、
リース資産、
その他等

シンガポール他 1,067

その他事業所
（計１ヶ所）

建物及び構築物、
その他等 岩手県陸前高田市 47

５．連結損益計算書に関する注記
固定資産の減損
　当社グループは、当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上し
ております。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、外食店舗、転貸物件、宅
食営業所及び農場施設を基本単位とした資産のグルーピングを行っております。本社につきま
しては、全社資産としてグルーピングしております。なお、遊休資産については、個別資産を
グルーピングの単位としております。
　当連結会計年度において、固定資産の減損の兆候を識別した資産グループについてその帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により算定しております。正味売却価額につ
いて、売却予定資産については契約額、除却予定資産については、処分価額を零として算定し
ております。使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであ
るものは回収可能価額を零として評価しております。
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普通株式 42,684,880株
Ａ種優先株式 120株

決議 株式の
種類

配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年６月29日
定時株主総会

普通
株式 400 10.0 2025年

３月31日
2025年

６月30日

2025年６月29日
定時株主総会

Ａ種
優先
株式

481 4,011,397.26 2025年
３月31日

2025年
６月30日

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金
の総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年６月27日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金 401 10.0 2026年

３月31日
2026年

６月29日

2026年６月27日
定時株主総会

Ａ種
優先
株式

利益
剰余金 480 4,000,000.00 2026年

３月31日
2026年

６月29日

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

⑴　有価証券及び投資有価証券 6,741 6,701 △40
⑵　差入保証金 4,588
　　　貸倒引当金 △2

4,586 4,397 △189
　資産計 11,328 11,098 △230

７．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループの資金運用は、短期的でリスクの比較的低い金融商品に限定し、資金調
達は、銀行借入によることを基本方針としております。デリバティブ取引は、借入金の
金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的で利用し、投機目的では利用してお
りません。
②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　売掛債権の顧客の信用リスクは、取引開始時に信用判定を行うとともに、適宜信用状
況を把握しております。なお、ほとんどの債権は、一ヶ月以内の入金期日であります。
　投資有価証券である株式は市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されて
おります。当該株式については四半期毎に時価や発行体の財務状況を把握しておりま
す。
　有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券であり、格付けの高い債券のみ
を対象としているため、信用リスクは僅少であります。
　外食店舗並びに宅食営業所等における賃貸借取引に伴う差入保証金については、取引
開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努
めております。
　営業債務である買掛金は原則として翌月末日払いであります。借入金及びファイナン
ス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたも
のであります。
　デリバティブ取引の執行・管理については、稟議申請をもって行い、実需の範囲で実
行しております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。
　なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注）参照）。
　また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金、未払金並び
に未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を
省略しております。

（単位：百万円）
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

⑴　短期借入金 6,720 7,127 407
⑵　長期借入金 21,289 20,132 △1,157
⑶　リース債務 993 1,005 11

負債計 29,003 28,265 △738
デリバティブ取引 66 66 -

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

関 係 会 社 株 式
非 上 場 株 式 42

そ の 他 有 価 証 券
非 上 場 株 式 8

（単位：百万円）

（注）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

　これらについては、「資産　⑴　有価証券及び投資有価証券」には含めておりませ
ん。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

その他有価証券
株式 122 - - 122

デリバティブ取引
金利関連 - 96 - 96

資産計 122 96 - 219
デリバティブ取引

通貨関連 - 30 - 30
負債計 - 30 - 30

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券
国債・地方債等 - 6,578 - 6,578

差入保証金 - 4,397 - 4,397
資産計 - 10,975 - 10,975

短期借入金 - 7,127 - 7,127
長期借入金 - 20,132 - 20,132
リース債務 - 1,005 - 1,005

負債計 - 28,265 - 28,265

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ
れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
　満期保有目的の債券の時価は、取引金融機関等より提示された価格に基づき算定
しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　金利スワップ及び通貨スワップの時価は、取引先金融機関等より提示された価格
に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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⑴　１株当たり純資産額 440円77銭
⑵　１株当たり当期純利益 90円48銭

差入保証金
　差入保証金の時価は、合理的に見積った支払予定時期ごとに分類し、元利金の合
計額と決算日現在の国債利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

短期借入金
　短期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシ
ュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在
価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味
した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象に関する注記
　株式取得による会社等の買収

　当社は、2026年５月13日開催の取締役会決議に基づき、当社連結子会社である
Watami US Corpと「Onigilly, Inc.」の株主との間で、同社の発行済株式総数の51.0％
を取得する株式譲渡契約（以下「本株式譲受」という。）を締結いたしました。

①　企業結合の概要
イ　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Onigilly, Inc.
Onigilly Franchise LLC
Onigilly IP, Inc.

事業の内容　　　 米国を拠点とした食品の小売事業及びフランチャイズ事業

ロ　株式取得を行う主な理由
　当社の100％子会社であるWatami US Corpは、米国内において寿司製造加工
卸売事業及びフランチャイズ事業を展開しており、スーパーマーケット向けに商品
供給を行っております。
　今後、米国事業におけるサプライチェーンの強化、調達力・商品開発力・製造加
工能力の向上、供給網及び販路の拡大を図ることを目的として、Onigilly, Inc.の
発行済株式の51.0％を取得することといたしました。
　本株式譲受により、両社のノウハウ及び経営資源を融合し、米国市場における事
業基盤の強化を図ることで、当社グループの企業価値向上及び持続的な成長・発展
に資するものと判断しております。
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取得の対価（議決権比率51.0％） 現金 9,590千USD
取得原価 9,590千USD

　なお、残り49.0％に相当する8,668,365株につきましては、株主間契約に基づ
き、Watami US Corpに対する売渡請求権（プットオプション）が付与されてお
ります。対象株式１株当たりの購入価格は、プットオプション行使時において、
Watami US Corp及び株主との協議により決定いたします。
　プットオプションは、クロージング日（株式取得日）から１年経過後、株主の裁
量により行使可能となります。行使期限は設定しておらず、会社売却、IPOの実施
又は契約終了等の場合には消滅いたします。

ハ　株式取得日
2026年５月18日

二　株式取得の法的形式
現金を対価とする株式取得

ホ　結合後企業の名称
　変更はありません。

へ　取得する株式数、取得後の議決権比率及び取得原資
　当社連結子会社であるWatami US Corpは、「Onigilly, Inc.」の発行済株式総
数17,690,542株のうち、9,022,177株を取得し、議決権比率51.0％を取得いたし
ます。
　なお、取得資金については、金融機関からの借入金を充当する予定であります。

②　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

③　主要な取得関連費用の内容及び金額
　現時点では確定しておりません。

④　発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　現時点では確定しておりません。

⑤　企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
　現時点では確定しておりません。

－ 24 －



2026/05/29 15:53:15 / 25302145_ワタミ株式会社_招集通知

連結注記表

報告セグメント
その他
（注） 合計国内

外食 宅食 海外 環境 農業 計

売上高

日本 37,283 41,014 - 2,014 748 81,060 212 81,273

東南アジア - - 10,844 - - 10,844 105 10,949

米国 385 - 659 - - 1,044 - 1,044
顧客との契約から
生じる収益 37,668 41,014 11,503 2,014 748 92,950 318 93,268

その他の収益 - - - - - - - -

外部顧客への売上高 37,668 41,014 11,503 2,014 748 92,950 318 93,268

10．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、農業テーマ
パーク事業及び労働者派遣事業等を含んでおります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　⑸会計方針に関する事項　
④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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連結注記表

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,354百万円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,902
契約資産（期首残高） 41
契約資産（期末残高） 46
契約負債（期首残高） 254
契約負債（期末残高） 210

当連結会計年度
１年以内 29百万円
１年超２年以内 25
２年超３年以内 22
３年超４年以内 14
４年超５年以内 9
５年超 39
合計 141

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は顧客との電力需給契約について期末日時点で電力供給が完了しております
が、未請求の電力供給に係る対価に対する連結子会社の権利に関するものであります。
契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から
生じた債権に振り替えられます。当該電力需給契約に関する対価は、顧客との契約内容
に従い、毎月請求し、一か月以内に受領しております。

　契約負債は主に商品を引き渡した時点に収益を認識する顧客との商品売買契約につい
て、週単位での注文に基づき顧客から受け取った一週間分の前受金に関するもの、並び
にフランチャイズ契約締結時にオーナーから前受けする加盟金等に係る繰延収益であり
ます。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたも
のは180百万円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上
の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含
めておりません。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
立 替 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
投 資 固 定 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

34,516
23,773
3,954
2,384
742
317
269
584
1,006
397
74

1,053
△41

32,767
4,419
2,453
35

1,039
0

428
274
102
84
691
5

591
30
64

27,656
2,093
19,446
101
3,737
154
66
767
3,427
115
3
8

△2,266　

（負 債 の 部）
流 動 負 債 18,081
買 掛 金 2,898
短 期 借 入 金 2,294
１年内返済予定の長期借入金 6,707
リ ー ス 債 務 87
未 払 金 2,285
未 払 法 人 税 等 634
前 受 金 137
未 払 費 用 1,497
預 り 金 503
前 受 収 益 185
賞 与 引 当 金 518
役 員 賞 与 引 当 金 50
販 売 促 進 引 当 金 8
そ の 他 272

固 定 負 債 23,748
長 期 借 入 金 21,274
リ ー ス 債 務 49
資 産 除 去 債 務 1,334
預 り 保 証 金 896
そ の 他 192

負 債 合 計 41,829
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 25,383
資 本 金 4,910
資 本 剰 余 金 16,173
資 本 準 備 金 5,502
その他資本剰余金 10,670

利 益 剰 余 金 7,840
利 益 準 備 金 107
その他利益剰余金 7,733
別 途 積 立 金 9,600
繰越利益剰余金 △1,866

自 己 株 式 △3,540
評価・換算差額等 71
その他有価証券評価差額金 71

純 資 産 合 計 25,454
資 産 合 計 67,284 負 債 純 資 産 合 計 67,284

貸　借　対　照　表

（単位：百万円）
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損益計算書

（ 2025年 ４ 月１日から ）2026年 ３ 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 75,626
売 上 原 価 31,396
売 上 総 利 益 44,229

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 39,716
営 業 利 益 4,512

営 業 外 収 益
受 取 利 息 450
有 価 証 券 利 息 144
設 備 賃 貸 収 入 125
助 成 金 収 入 6
為 替 差 益 1,207
雑 収 入 303 2,237

営 業 外 費 用
支 払 利 息 451
設 備 賃 貸 費 用 110
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 142
雑 損 失 191 896
経 常 利 益 5,853

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9
減 損 損 失 167
関 係 会 社 株 式 評 価 損 786 964
税 引 前 当 期 純 利 益 4,889
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 868
法 人 税 等 調 整 額 △35 833
当 期 純 利 益 4,055

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から )2026年 3 月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　計別 途

積立金
繰越利益
剰余金

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日  残 高 4,910 5,502 10,685 16,188 107 9,600 △5,040 4,667 △3,600 22,165

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △882 △882 △882

当 期 純 利 益 4,055 4,055 4,055

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △14 △14 60 45
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - - △14 △14 - - 3,173 3,173 59 3,218

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日  残 高 4,910 5,502 10,670 16,173 107 9,600 △1,866 7,840 △3,540 25,383

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

2 0 2 5 年 ４ 月 １ 日  残 高 49 49 22,214

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △882

当 期 純 利 益 4,055

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 45
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 21 21 21

事業年度中の変動額合計 21 21 3,239

2 0 2 6 年 ３ 月 3 1 日  残 高 71 71 25,454

株主資本等変動計算書
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個別注記表

①　有形固定資産
（リース資産を除く）

主として定率法によっております。ただし、1998年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
は定額法によっております。なお、主な耐用年数は次
のとおりであります。

②　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法による）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
②　デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 原則として時価法
③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料、仕掛品 主として総平均法による原価法（貸借対照
表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法

建物 ８年～38年
構築物 10年～30年
機械及び装置 ７年～17年
器具及び備品 ５年～18年

　自社利用のソフトウエア　　５年
③　長期前払費用 均等償却を行っております。なお、主な償却期間は３

年～５年であります。
④　リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の
方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
なお、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。
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個別注記表

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、翌事業年度支給見込
額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま
す。

③　役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、翌事業年度支給見込額
のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま
す。

④　販売促進引当金 販売促進のための外食店舗に係る各種割引券及び株主
優待券の利用による売上値引きに備えるため、利用実
績に基づき翌事業年度以降の利用見込額を計上してお
ります。

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社の主要な事業は居酒屋、焼肉等の飲食店を営む外食事業、並びに調理済み商品等を製
造し宅配する宅食事業であります。
　外食事業におきましては顧客に料理を提供した時点で、顧客が支配を獲得し履行義務が充
足されることから、当時点で収益を認識しております。また宅食事業におきましては、調理
済み商品等を顧客へ引き渡すことで顧客が支配を獲得し履行義務が充足されるため、これを
もって収益認識時点としております。
　なお、これらの収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金
額で測定しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　　外貨建金銭債権債務は、事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記
　該当事項はありません。
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個別注記表

⑴　有形固定資産の減価償却累計額
　　投資固定資産の減価償却累計額

15,153百万円
12百万円

⑵　保証債務
①金融機関に対する支払承諾契約に基づく債務保証

　　WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社
149百万円

②賃貸人に対する不動産賃貸借契約上の賃借人債務保証
　　WATAMI FAST CASUAL株式会社

551百万円

計 700百万円

⑶　関係会社に対する短期金銭債権 1,258百万円
長期金銭債権 3,664百万円
短期金銭債務 2,501百万円

３．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産　4,419百万円
無形固定資産　　691百万円
減損損失　　　　167百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結計算書類「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一
であります。

４．貸借対照表に関する注記

⑷　財務制限条項
当事業年度の借入金のうち、以下の契約には財務制限条項が付されております。いずれか

の条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があり
ます。

①　シンジケーション方式タームローン契約
イ 各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年３

月期末の金額以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金　　　　　　　　　　　　　 750百万円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 750百万円
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個別注記表

②　金銭消費貸借契約
イ 連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金

額又は2021年３月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金　　　　　　　　　　　　　 105百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 558百万円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 663百万円

③　金銭消費貸借契約
イ 各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2022年３

月期末の金額の80％以上に維持すること。なお、当該純資産の部の金額には資本性
劣後ローンを含むものとする。

ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金　　　　　　　　　　　　　 580百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340百万円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 920百万円

④　金銭消費貸借契約
イ 各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年３

月期末の金額以上に維持すること。
ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金　　　　　　　　　　　　　 110百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 770百万円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 880百万円
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売上高 29百万円
売上原価 507百万円
販売費及び一般管理費 751百万円
営業取引以外の取引高 45百万円

⑤　金銭消費貸借契約
イ 各事業年度の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2023年３

月期末の金額の70％以上に維持すること。なお、当該純資産の部の金額には資本性
劣後ローンを含むものとする。

ロ 連結損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。
上記の財務制限条項の対象となる借入金残高は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金　　　　　　　　　　　　　 180百万円
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 405百万円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 585百万円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び数に関する事項
　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,580,448株
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繰延税金資産
　未払事業税及び事業所税否認 84百万円
　販売促進引当金 2百万円
　前受収益 135百万円
　未払賞与否認 180百万円
　未払費用否認 35百万円
　貸倒引当金繰入超過額 1,058百万円
　減価償却超過額及び減損損失否認 1,104百万円
　ゴルフ会員権評価損否認 6百万円
　関係会社株式評価損否認 2,069百万円
　税務上の繰越欠損金 3,065百万円
　繰延資産償却超過額 2百万円
　資産除去債務 420百万円
　その他 123百万円

繰延税金資産小計 8,290百万円
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △2,588百万円
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △4,786百万円

評価性引当額小計 △7,374百万円
繰延税金資産合計 916百万円
繰延税金負債

　資産除去債務 △15百万円
　その他有価証券評価差額金 △31百万円
　為替差益 △86百万円
　その他 △14百万円

繰延税金負債合計 △148百万円
繰延税金資産の純額 767百万円

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗用設備及び不動産の一部については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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種 類 会社等の名称
資 本 金
又 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役 員 が 理
事 を 務 め
る 公 益 財
団 法 人

公益財団
法人
School 
Aid Japan

- 学校建設
支援事業 - - -

出向者給与
の立替
(注)１

15 立替金 5

寄附金 23 未払金 21

役 員 が 理
事 を 務 め
る 公 益 財
団 法 人

公益財団
法人Save 
Earth 
Foundatio
n

- 資源循環事業、
森林再生事業 - - -

出向者給与
の立替
(注)１

12 立替金 0

役 員 が 理
事 を 務 め
る 公 益 財
団 法 人

公益財団
法人みんな
の夢をかな
える会

-
夢を持ち、夢を
実現するための
支援事業

- - -
出向者給与

の立替
(注)１

13 立替金 2

役 員 が 議
決 権 の 過
半 数 を 実
質 的 に 所
有 し て い
る 会 社

㈱
アレーテー 1 損害保険代理業 - -

当社損害
保険につ
いての取
引

損害保険代理
店との取引
(注）２

228 - -

９．関連当事者との取引に関する注記
⑴　役員及び個人主要株主等

（注）１. 出向者に関わる人件費は、出向元の給与を基準に双方協議のうえ、決定しております。
２. ㈱アレーテーとの取引で発生する支払保険料は、第三者との同等条件により決定しておりま

す。
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種 類 会社等の名称
資 本 金
又 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子 会 社 ワ タ ミ
エナジー㈱ 194

再生可能エネル
ギーの管理、販
売

所有
直接

100
兼任

１名
経営管理
資金の貸付

資金の貸付
（注）２ 410 長 期

貸付金 410

子 会 社 ㈲ ワ タ ミ
フ ァ ー ム 3

農産物の生産・
販売及び農産加
工品の製造・販
売

所有
直接

38.3
兼任

１名
経営管理
資金の貸付

CMSの運用
(注)１、２ 1,582

長 期
貸付金
(注)３

1,628

子 会 社 和 民 國 際
有 限 公 司 13,364 海外現地法人の

経営管理
所有
直接

100
兼任

３名
経営管理
資金の借入

資金の借入
（注）２ 1,919 短 期

借入金 1,919

子 会 社
LEADER 
FOOD 
PTE .LTD

33
海外現地にて食
品の加工製造・
卸売

所有
直接

80
兼任

１名
経営管理
資金の貸付

資金の貸付
（注）２ 718 長 期

貸付金 718

子 会 社

WATAMI 
FAST 
CASUAL 
MANAGE
MENT㈱

200
日本国内にて
SUBWAYのフ
ランチャイズの
運営・管理

所有
直接

100
兼任

１名
経営管理
資金の貸付

資金の貸付
（注）２ 795 短 期

貸付金 795

⑴　１株当たり純資産額 323円52銭
⑵　１株当たり当期純利益 89円19銭

⑵　子会社等

（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等
１. 当社グループの残余資金の効率的な運用を行うためにキャッシュマネジメントシステム(Ｃ

ＭＳ)を導入し、連結子会社と金銭の消費貸借契約を締結し、当該残高を長期貸付金として
おります。取引金額については、2025年４月から2026年３月における平均残高を記載して
おります。

２. 当該資金借入及び貸付については、利率は市場金利を勘案して、合理的に決定しておりま
す。

３. 上記貸付金に対し、当事業年度において貸倒引当金1,433百万円を計上しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

12．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　10．収
益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 山 野 辺 　 純 一
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 　 覚

2026年５月22日
ワタミ株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　東　京　事　務　所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ワタミ株式会

社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監
査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告

－ 38 －
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。ま
た、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監
査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者
によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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